
議
員
期
末
手
当
が
上
が
り
ま
す

新
た
な
農
業
委
員
会
制
度
が
始
ま
り
ま
す
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指
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す

指
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◆議案第56号
愛西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例

（期末手当の支給月数）

※実際の支給には、更に加算率120／100を乗じ
　ます。

平成28年 平成29年
12月1日～ 4月1日～ 

夏 150／100 150／100 155／100

冬 165／100 175／100 170／100 

合計 315／100 325／100 325／100 

改正後 

改正前 期末 

どう変わるどう変わる

中央図書館中央図書館

▲利用者増を目指す中央図書館内
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特
　  

集

　

こ
れ
ま
で
中
央
図
書
館

（
須
依
町
）は
教
育
委
員
会
が

管
理
し
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導

入
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

３
団
体
か
ら
応
募
が
あ

り
、
資
格
審
査
及
び
書
類
審

査
に
よ
る
第
一
次
審
査
、
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
よ
る
第
二
次
審
査

を
５
人
の
専
門
家
に
よ
る
選

定
委
員
会
で
厳
正
な
審
査
の

結
果
、
高
い
評
価
を
得
た「
特

定
非
営
利
法
人　

ま
ち
づ
く

り
津
島
」
が
指
定
管
理
者
に

選
ば
れ
ま
し
た
。

　

指
定
の
期
間
は
平
成
29
年

４
月
１
日
～
32
年
３
月
31
日

ま
で
の
３
年
間
と
な
り
ま

す
。

Q　
今
ま
で
と
何
が
変
わ
る

の
か
。

A　
閉
館
時
間
が
通
年
午
後

６
時
に
な
る
。
月
曜
が
祝
日

の
場
合
は
開
館
す
る
。
年
末

は
１
日
遅
く
閉
館
し
、
年
始

は
１
日
早
く
開
館
す
る
。
そ

の
ほ
か
、
郷
土
講
座
や
特
別

展
を
開
催
し
た
り
、
愛
西
図

書
館
新
聞
の
発
行
計
画
も
あ

る
。

Q　
指
定
管
理
者
に
選
ば
れ

た
主
な
理
由
は
何
か
。

A　
運
営
方
針
が
適
切
で
あ

り
、
図
書
館
利
用
促
進
の
創

意
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。
津

島
市
立
図
書
館
の
指
定
管
理

者
に
平
成
19
年
よ
り
選
ば
れ

て
い
る
実
績
が
あ
り
、
図
書

館
の
役
割
も
十
分
理
解
し
て

い
る
。
収
支
予
算
が
適
切
で

管
理
経
費
の
縮
減
が
図
ら
れ

る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
が
高

く
評
価
さ
れ
た
。

Q　
指
定
管
理
後
の
司
書
は

何
人
い
る
の
か
。

A　
常
勤
職
員
５
名
の
う
ち

４
名
で
あ
る
。 

 
Q　
図
書
の
選
定
は
ど
う
な

る
の
か
。 

A　
市
職
員
が
担
当
す
る
。

賛
成
民
間
事
業
者
の
創
意

工
夫
で
開
館
時
間
の
延
長
や

開
館
日
数
の
増
加
が
行
わ
れ

る
こ
と
で
市
民
の
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
図
り
、
運
営
経
費
の
削
減

が
期
待
さ
れ
る
。 

　

特
定
非
営
利
法
人
ま
ち
づ

く
り
津
島
は
、
図
書
館
利
用

促
進
の
創
意
工
夫
が
あ
り
、

指
定
管
理
の
実
績
も
あ
る
。

市
の
方
針
が
引
き
継
が
れ
る

な
ど
指
定
管
理
者
に
相
応
し

い
。 

反
対
市
立
図
書
館
は
、
市

と
市
民
の
文
化
・
教
養
を
深

め
歴
史
な
ど
郷
土
へ
の
理
解

を
深
め
る
役
割
が
あ
り
、
市

民
の
財
産
で
も
あ
る
の
で
、

市
の
責
任
で
運
営
す
べ
き

だ
。
指
定
管
理
に
移
行
す
る

理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
開
館

時
間
の
延
長
も
、
引
き
続
き

市
の
職
員
を
増
や
し
対
応
す

べ
き
で
あ
り
、
利
用
者
や
貸

出
し
の
増
加
に
つ
い
て
も
決

定
的
な
方
策
が
な
い
。 

討
論

市
に
質
問


